
H31.1.25　（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例部会

資料２■条例部会の振り返りについて■条例部会の振り返りについて■条例部会の振り返りについて■条例部会の振り返りについて
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条
例
部
会

検
討
事
項

入院時コミュニケーションの

記載が必要

条例の1本立て・2本立て

について
　条例案の章立てにより、1本立てで承認 条例は2本立てにすべき

「手話は言語」と明記

すべき

基本理念の記載が必要

協議会の記載が必要

・
基
本
理
念
を
明
記

　
　
　
　パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

・
条
例
案
の
章
立
て

・
前
文
に
「手
話
は
言
語
」と
明
記

・
災
害
時
の
情
報
保
障
を
市
の
責
務
に
明
記

・
意
見
の
聴
取

（第
7

条
）

　を
条
例
に
追
加

災害時の情報保障の

記載について


